
■ マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合の受診方法

オンライン

資格確認で受診

・ マイナ保険証（マイナンバーカードに健康保険証の利用登録したもの）利用が基本となる運用の場合、
医療機関受診時に加入者の保険者名・記号・番号などオンライン（web）で資格確認を行っています。

・ ただし、マイナンバーカードの有効期限切れや、マイナ保険証を読み取るカードリーダーの不具合など、
有効な保険資格があるのに、何らかの事情でオンライン資格確認を行えない場合があります。

・ その際、別の方法で資格確認を行うことで保険診療が可能となりますので、下記をご参照願います。

オンライン資格確認書が出来ない場合の受診方法

【再診の場合】【受診者が提示可能な場合】 【初診の場合】

資格確認書

等での受診

マイナンバーカード

を持っていない方
マイナンバーカードをカードリーダーで読み取り （オンライン資格確認）
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